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   Ａ６１Ｐ   3/00     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月31日(2011.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タンパク質の誤った折畳みに関連する疾病の治療に使用するための薬理シャペロンであ
って、ここに治療が約４日～約１０日間１日１回薬理シャペロン約７５～３００ｍｇの日
用量を経口投与し、続いて約３～約８日おきに１回約７５～２２５ｍｇの維持用量を経口
投与することを含む、薬理シャペロン。
【請求項２】
　投与される維持用量が約１５０ｍｇである、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　維持用量が約２～３日おきに１回投与され、薬理シャペロンが１－デオキシガラクトノ
ジリマイシンまたはその薬理学的に許容される塩であって、疾病がファブリー病である、
請求項１に記載の使用。
【請求項４】
　疾病がファブリー病、ゴーシェ病、ポンペ病、パーキンソン病、およびアルツハイマ病
からなる群から選択される、請求項１に記載の使用。
【請求項５】
　薬理シャペロンが１－デオキシガラクトノジリマイシンであって、疾病がファブリー病
である、請求項１に記載の使用。
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【請求項６】
　疾病がファブリー病であり、薬理シャペロンが１－デオキシガラクトノジリマイシンで
あって、維持用量が２～３日おきに約１５０ｍｇである、請求項１に記載の使用。
【請求項７】
　Ｃｅｒｅｚｙｍｅ（登録商標）、Ｆａｂｒａｚｙｍｅ（登録商標）、Ａｌｄｕｒａｚｙ
ｍｅ（登録商標）、Ｍｙｏｚｙｍｅ（登録商標）、Ｒｅｐｌａｇａｌ（登録商標）および
Ｚａｖｅｓｃａ（登録商標）からなる群から選択される少なくとも１つの追加療法と組合
せて薬理シャペロンを投与するステップをさらに含む、請求項１に記載の使用。
【請求項８】
　薬理シャペロンがイソファゴミンであって、疾病がゴーシェ病である、請求項１に記載
の使用。
【請求項９】
　薬理シャペロンが１－デオキシノジリマイシンであって、疾病がポンペ病である、請求
項１に記載の使用。
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